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わが国とフィンランド・デンマークの看護職による

低出生体重児／早産児の育児支援

鈴木香代子1），廣瀬たい子2）

〔論文要旨〕

　本研究の目的は，フィンランド，デンマークの母子保健サービスシステムの中で，看護職が低出生体

重児／早産児とその家族に対してどのような育児支援を行っているのかを明らかにし，わが国における

NICU退院後の低出生体重児／早産児の育児支援のあり方について検討することである。フィンランド，

デンマークでは，低出生体重児／早産児に限らず，すべての子どもとその家族が等しく受けられる母子

保健サービスが国の制度として保障されており，その申で徹底した育児支援サービスが提供されていた。

また，両国では，乳幼児精神保健の観点からの育児支援が行われており，わが国においてもこうした育

児支援方法を普及させていく必要性が示唆された。
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1．はじめに

　わが国では，少子化が進行し出生数が減少す

る一方で，周産期医療の進歩により低出生体重

児／早産児の出生数は増加傾向にある1）。低出

生体重児／早産児は発育・発達などに問題が生

じることも多く2），養育上，さまざまな困難を

ともなうことが予測され，より専門的な育児支

援が必要である。しかし，わが国では，このよ

うな子どもとその家族が家庭や地域に戻ってか

らの育児支援については十分な制度や対策が準

備されているとは言い難い状況にある3）。

　ブインランド，デンマークは，北欧型福祉国

家4）であり母子保健をはじめとした社会サービ

スが広く行き届いた国でもある。このような福

祉国家における低出生体重児／早産児への育

児支援に関する調査はあまり行われておらず，

3ヶ国の育児支援のあり方について国際比較を

行うことでわが国の育児支援のあり方に大きな

示唆がえられ，意義があると考えられる。

　そこで本研究では，フィンランド，デンマー

クの母子保健サービスシステムの中で，看護職

が低出生体重児／早産児とその家族に対してど

のような育児支援を行っているのかを明らかに

し，わが国におけるNICU退院後の低出生体

重児／早産児の育児支援のあり方について検討

することを目的とし，研究を行った。各国の母

子保健活動のほかに，フィンランドで行われた

子どもの心理的・社会的問題を予防するため

のプロジェクト（European　Early　Promotion

Project）をはじめとする研究的取り組みにつ

いても検討を行った。
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①3ヶ国における母子保健サービスと低出生

　体重児／早産児への育児支援について

②低出生体重児／早産児の育児支援のための

　看護職による活動内容

③フィンランドで行われているEuropean

　Early　Promotion　Projectについて

　各国の育児支援に関する調査は次のようにし

て行った。

日　本

　母子保健法に基づいた母子保健サービス，低

出生体重児／早産児の育児支援に関する研究を

中心に文献検討を行った。

フィンランド

　2006年7月にタンペレ市にあるチャイルドク

リニック，小児精神科クリニックを訪問し，保

健：師，看護師，小児精神科医らに対して面接調

査を行った。さらにMinistry　of　Social　Affairs

and　Healthのホームページ上に公開された資

料を中心に情報収集を行った。European　Early

Promotion　Projectについては，主に文献から

情報を得た。また，プロジェクトのリーダーで

ある小児精神科医に対して面接調査を行った。

デンマーク

　2006年7月にコペンハーゲン市にある公立病

院新生児病棟を訪問し，看護師らに対して面接

調査を行った。また，保健師の家庭訪問に同行

して乳児とその家族に対する支援を観察し，保

健師に対して面接調査を行った。さらに文献

からの情報収集やMinistry　of　the　Interior　and

Healthのホームページ上に公開された資料か

らの情報収集も行った。

III．結 果

1．各国の概要

　日本，ブインランド，デンマークの人口5～7），

国土面積5・8，9），国民1人あたりのGDPlo），年

間出生tw11”13），合計特殊出生率12～14），低出生体

重児の出生数と出生率11～13）を表1に示した。

　また，各国の出生体重別出生率11’“13）を図1に

示した。出生体重1，500g未満の極低出生体重

児，出生体重1，000　g未満の超低出生体重児の

出生率は各国ともほぼ同様の割合であった。
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表1　各国の統計データ（2006年）

日本 ブインランド デンマーク

人　口 12，777万人 528万人 543万人

国土面積 37，8万㎞2 33．8万km2 4．3万㎞2

国民1人あたりの

fDP
34，181ドル 39，994ドル 50，931ドル

年間出生数 1，092，674 58，861 64，984

合計特殊出生率 1．32 L84 1．85

低出生体重児出生数 104，559 2，522 3，314

低出生体重児出生率 9．6％ 4．3％ 5．2％
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図1　出生体重別出生率（2006年）

2．日本における低出生体重児の育児支援

i．母子保健法に基づいた育児支援

　わが国では，母子保健法に基づき，「新生児

訪問指導」や「乳幼児健：診」等のさまざまな母

子保健サービスが無料で提供されている。低出

生体重児に対してはこのような支援に加え，「低

出生体重児の届出」により「未熟児の訪問指

導」が行われている。児の状況家庭環境など

により養育上必要な場合に，家族は保健師など

による家庭訪問を受けることができる。さらに

「未熟児養育医療」の給付により，医療が必要

な未熟児に対しては経済的な支援が行われてい

る15116）。

ii．早期介入による低出生体重児／早産児の育児支援

　早期介入とは，生物学的あるいは社会的に不

利な条件をもつ子どもに対して比較的早い時期

から何らかの援：助を行うことによって，より望

ましい発達を目指す試みである17＞。これは1960

年代に，子どもの発達のリスク要因となる貧困

に対する支援としてアメリカで始まったもので

ある。1970年代には，その適用が障害児に拡

大されるようになり，1980年代には，低出生

体重児に対しても早期介入が行われるように
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なった18・　19）。わが国では，1992年に前川らによ

る厚生省心身障害児研究20）の中でこの概念を用

いた育児支援が行われるようになった。前川ら

の厚生省研究班により開始された支援：のひと

つに，久留米市の早期介入プログラム“Teeny

Angel”がある。この会は月1回開催され，集

団指導，母親とスタッフの懇親会，育児相談

子どもの自由遊びなどが提供されている19）。こ

のプロジェクトでは，親の育児不安の解消と

いった効果もみられ，プロジェクト終了後も市

の事業として定着し，予算化されるようになっ

た19・　2ユ）。このような地域を拠点とした地域主導

型の早期介入支援や医療機関を拠点とした病院

主導型の早期介入支援が全国で徐々に試みられ

るようになっていった18・　22）。

iii．低出生体重児／早産児の訪問看護事業

　2002年より，厚生労働省科学研究の中で

NICU退院児に対する訪問看護が広島県で試行

された。訪問看護制度は本来，子ども自身に医

学的問題がない場合には適応されないが，ここ

では，医療的ケアを必要としない低出生体重児

に対しても育児支援：を目的とした訪問看護が行

われた。訪問看護では，子どもや家族の健康状

態の観察，子どもの発達の観察，育児相談沐

浴や授乳などの育児の手伝い，医療的ケアなど

の支援が提供された23・　24）。

3．フィンランドにおける育児支援

i．フィンランドにおける母子保健サービス

　フィンランドでは，Primary　Health　Care

Act　25）に基づき，保健師による母子保健活動が

行われている。フィンランドの母子保健サービ

スは，各自治体が設置しているチャイルドクリ

ニックにより提供される。チャイルドクリニッ

クとは，保健師が中心となって0歳から7歳ま

での子どもとその家族に対して保健サービスを

提供している施設である。クリニックでのサー

ビスは，地方自治体による税金で賄われている

ため，費用はすべて無料であり，ほぼ100％の

子どもとその家族がこれらのサービスを利用し

ている。クリニックでの主な支援内容は，子ど

もの成長・発達の観察や予防接種両親への育

児支援である。フィンランドにおいても子ども

の虐待が社会問題となっており，特に両親への

育児支援にサービスの重点が置かれている。こ

れらのサービスの提供方法，時期について図2

に示した。まず生後2，3週目に保健師による

家庭訪問が行われる。その後は，母親が個別に

保健師の予約をとって，子どもとクリニックに

来所することになる。子どもが1歳になるまで

に少なくとも10回，1歳から小学校入学までに

9回のサービスが提供されることになる25一”O「）。

ii．低出生体重児／早産児とその家族への育児支援

　障害や慢性疾患のない低出生体重児／早産児

の場合は，一般的な子どもと同様にチャイルド

クリニックの保健師による支援が提供される。

フィンランドでは，低出生体重児とその家族だ

けを対象とした特別なプログラムというものは

あまり準備されていない。一般的な子どもに対

する支援と違うのは，発育・発達チェックのた

め，クリニックへの来所がさらに追加されるこ

とである。

iii．保健師による乳幼児精神保健活動

　タンペレ市では，愛着理論に基づき，親子の

関係上構築に焦点をあてた育児支援：が行われて

いる。クリニックの保健師は，親の話に耳を傾

け，親の感情に焦点をあてた話し合いをする。

ネガティブな感情を示した母親に対しては，そ

2～3週

家庭訪問

出
生

1か月以降は，保健師の予約をとって

子どもと象族がクリニックに来所

1
歳

6
ヵ
月

2
ヵ
月

1
歳
半

3
歳

6　引
回　学

健診の間隔　2週毎　1か月毎2か月毎3か月毎　6か月毎　　1年毎

Maternity

Health　Care
Child　Health　Care

　School

Health　Care

図2　フィンランドの母子保健サービス
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の感情についてさらに話し合いを行うことで，

母親が自分自身で問題を認識しt保健師ととも

に解決策を見出せるよう支援をしている。また

保健師は，親子の相互作用の観察も行っている。

親子の相互作用の中で良い点を見つけ，褒める

ことで，相互作用を促進し，家族が自信を持っ

て育児が行えるよう支援を行っている。一方，

親子の相互作用に問題がある場合には，児の気

持ちを代弁することや児との関わり方の手本を

保健師が実際に母親に示すことで，親子の相互

作用を促進している。このような乳幼児精神保

健の考え方に基づいた支援方法は，後述する

European　Early　Promotion　Projectの中で実践

され，プロジェクト終了後もフィンランド国内

のチャイルドクリニックでの支援の中に取り込

まれていったものである28）。

4　．　European　Early　Promotion　Project

i．プロジェクトの概要

　European　Early　Promotion　Project（以下，

EEPPと略す）は，ヨーロッパにおいて心理的・

社会的問題をもつ子どもが増加の一途をたどっ

ていることを背景に，子どもの心の健康を促進

し，心理的・社会的発達の問題を予防すること

を目的として行われたプロジェクトである。こ

のプロジェクトは，EUによるバックアップを

受け，2005年まで約5年間かけてヨーロッパ

5ヶ国（フィンランド，イギリス，キプロス，

ギリシャ，ユーゴスラビア）において実施され

た大規模なプロジェクトである。プロジェクト

では，各国のPrimary　Health　Care　Profession－

al（以下，　PHCPと略す）により，子どもとそ

の家族のアセスメント，サービスの提供が行

われた。PH：CPは，出産4～6週前と生後4週

目の2回，親に対してPromotiona11nterview

を行い，その後，Needs　Checklistを用いて家

族のニーズをアセスメントする。Promotional

Interviewは，妊娠に対する感情子どもに対

する感情，子どもの頃の経験ソーシャルサポー

トなどについて，親に対して半構造的な面接を

行うものである。Needs　Checklistでは，子ど

もや家族の状況，親子の相互作用，環境家族

に起こったライフイベントなどがチェックされ

る。低出生体重児／早産児は，子どもの状況に

569

関する項目において，支援ニーズとしてチェッ

クされる。これらのアセスメントにより，支援

が必要だと判断された家族に対しては“ファミ

リーパートナーシップ・モデル”　29）に基づいた

支援が提供される。初めのうちは毎週PHCP

による家庭訪問あるいはチャイルドクリニック

への来所により支援が提供されるが，家族の

ニーズが減少すれば，徐々に支援の回数も減っ

ていく30・　31）。

ii．　PHCPのトレーニング

　EEPPを行うにあたって，保健師をはじめ

としたPHCPに対して小児精神保健の専門家

によるトレーニングが実施された。その内容

は，子どもの成長発達に焦点をあてた従来のト

レーニング内容とは異なり，親子の心の問題に

焦点をあてたものである。支援をより効果的

なものとするため，プロジェクトの実施期間

中，PHCPに対して2週間ごとに，小児精神科

医や心理士によるスーパービジョンが提供され

た31・32）。フィンランドでは，このようなトレー

ニングの受講を多くの保健師が希望したため，

フィンランド政府は．すべての保健師に対して

EEPPトレーニングを実施することを国の方針

として打ち出し，実施しているZZ）。

iii　d　Outcome評価

　EEPPでは，サービスの効果を測定するため，

Outcome評価も実施された。サービスを提供

しているPHCP以外の研究者が，子どもの発

達，親子の相互作用，親のストレスなどさまざ

まな指標を用いて評価を行った。評価の時期は，

生後4～8週目頃と18～24か月頃である。フィ

ンランドでは，トレー一一ニングを受けた保健師に

よる支援が提供された介入群93組の親子と従来

の母子保健サービスのみが提供された対照群72

組の親子がプロジェクトの対象となったが，ほ

とんどの評価項目において，介入群と対照群と

の間に有意な差はみられなかった。この結果に

は，フィンランドで提供されている従来の母子

保健サービスの質が高いことが関連していると

考察されている33）。また，介入群にうつの母親

が多かったにもかかわらず，対照群との間に差

がみられなかったことは，評価できる点でもあ

る鋤。
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5．デンマークにおける育児支援

i．デンマークにおける母子保健サービス

　デンマークでは，Danish　Health　Act35）に基

づき，各自治体の保健師による母子保健活動が

行われている。デンマークの母子保健サービス

は，地方自治体による税金で賄われているた

め費用はすべて無料であり，ほぼ100％の子ど

もとその家族がこれらのサービスを利用してい

る。母子保健サービスは，主に家庭訪問により

提供されている。これらのサービスの提供方法，

時期について図3に示した。初回の訪問は，生

後10日以内に行われる。その後の訪問時期，回

数は各自治体により異なるが，子どもが1歳に

なるまでに8～9回，3歳になるまでに2回，

小学校入学までは年1回の家庭訪問が提供され

るのが一般的である。保健師による家庭訪問の

主な目的は，親が安心して子育てができるよう

支援することであり，発育・発達の検査予防

接種の計画に加え，子育てに関する両親への支

援も提供されている36’‘’39）。

ii．低出生体重児／早産児とその家族への育児支援

　コペンハーゲン市では，重度の障害や疾患が

ない限り，NICU退院後の低出生体重児／早産

児のフォローアップは，主に地域の保健師と家

庭医（GP）により行われている。低出生体重

児／早産児であっても，一般的な子どもと同様

に，公的な母子保健サービスシステムの中で

フォローされていくことになる。子どもや家族

のニーズに応じて，保健師による家庭訪問が追

加され，ニーズの高い場合には，毎週，家庭訪

問が実施されることもある。

iii．保健師による乳幼児精神活動

　家庭訪問では，まず保健師が子どもの体重測

定，発達の観察を行う。その後保健師は親の

話に耳を傾け，親子の相互作用の観察をする。

相互作用の中で，良いところは褒め，問題があっ

ても親を非難しないことが支援の原則である。

また保健師は，母親が何を訴えようとしている

のかに思いをめぐらせ，話をじっくりと聴くこ

とで，問題点とその解決策を見つけ出している。

親子に問題がない場合，家庭訪問にかかる時間

は1時間程度であるが，そのうちのほとんどの

時間を親とのコミュニケーションに費やしてい

る。家族が困ったときにいつでも相談できる相

手として保健師を信頼してもらえるよう，家族

との信頼関係を築くことがその目的である37）。

1V．考 察

1．各国における母子保健サービスと低出生体重児

　／早産児の育児支援システムの比較

　ブインランド，デンマークでは，低出生体重

児／早産児の多くは，チャイルドクリニックや

自治体を拠点とした公的母子保健サービスの中

で支援されていることが明らかになった。これ

らの国では，母子保健サービスの窓口が公的機

関に一本化されており，そのサービスの利用率

は極めて高い。また，これらの国は経済的にも

豊かな国であり，北欧型福祉国家と言われてい

るように日本よりも多くの公的資金が社会サー

ビスに費やされ4），質的にも量的にも充実した

母子保健サービスが提供されている。これによ

り，低出生体重児／早産児に限らず，すべての

子どもと家族に対して徹底した育児支援を可能

にしているのであろう。

　一方，日本においては，保健所・保健センター

を中心とした低出生体重児／早産児の育児支援

が行われているが，その他にも医療機関や訪問

看護ステーションなどのさまざまな機関からも

生後10日以内

に家庭訪問

崖壽密計k農
6　油
滴　学

健診の間隔1～2週毎1か月毎2か月毎4か月毎6か月毎 1年毎

Maternity

Health　Care
Chlld　Heal廿1　Care

　School

IHeal廿1　Care

図3　デンマークの母子保健サービス
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育児支援が提：供されていた。日本も福祉国家で

あり，公的な母子保健サービスが全国に行き

渡っており，その不足部分を補う形で民間機関

からもユニー・一クなサービスが提供されている。

そのため，日本の子どもとその家族は，さまざ

まなサービスの中から必要なサービスを自ら選

択し利用することができるという利点もある。

しかし，法律に基づいたサービス以外は，各機

関の自主的な活動として行われているものがほ

とんどであり，活動の運営は，自治体や病院な

ど個々の機関の努力にゆだねられているところ

が大きく，支援の継続性や施設・地域間格差が

問題となっている22）。また，これらの支援は，

家族が自主的に参加するもの，家族の希望によ

り提供されるものであるため，本当に支援：を必

要としている家族は自らこのようなサービスを

探し求めることも少なく，支援に結びつかない

可能性も高い。このような本当に支援を必要と

している子どもとその家族が，より早い段階か

ら適切な支援が受けられるよう育児支援体制を

確立させることが，今後のわが国における課題

であると考えられる。

　フィンランド，デンマークとわが国では，国

家の体制が大きく異なり，両国のような手厚い

育児支援制度をわが国に取り入れることは難し

い。また，低出生体重児／早産児であっても，

子どもや家族の状況によってそのニーズはさま

ざまであり，すべての低出生体重児／早産児が

一概にこのような手厚い支援体制を必要として

いるわけではないだろう。わが国においても，

全国的に行き渡った母子保健サービスがすでに

保障されている。それらのサービスを活用して，

子どもと家族のニーズを適切にアセスメントす

ることで，支援を必要としている子どもと家族

を適切に見つけ出し，ニーズに応じた継続的な

支援が提供できるよう体制を整備していく必要

性が示唆された。

2．看護職による乳幼児精神保健活動

　日本，ブインランド，デンマークの3ケ国1は，

子どもの虐待の深刻化といった共通した社会問

題を抱えており，虐待予防のための育児支援に

重点を置いた母子保健サービスが提供されるよ

うになっている。フィンランド・タンペレ市，
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デンマーク・コペンハーゲン市では，家族と支

援者との信頼関係を大切にし，いかなる状況の

家族に対しても一貫して，温かく家族を支えて

いく乳幼児精神保健40・41｝の考え方に基づいた支

援：が行われていた。一般的に正しいといわれて

いる育児方法を指導・助言したり，単に子育て

に関する情報を提供したりするのではなく，親

の自信を高め，親子の相互作用を促進し，安定

した親子の関係性が築けるよう支援：していくの

が，タンペレ市，コペンハs・一一一ゲン市での育児支

援の特徴であった。

　わが国においても，子どもの虐待が深刻化し

ている現状を踏まえて，親子の関係性を念頭に

置いた育児支援が注目されるようになってい

る。低出生体重児／早産児を対象とした研究的

取り組みでは，親の育児不安の軽減といった効

果を上げているプロジェクトもあるが，地域を

基盤とした虐待予防のための支援では，育児方

法の指導・助言，情報提供をすることで，家族

が育児技術を習得し，育児上の表面的な問題解

決を図る支援方法が主流となっているのも現状

である42）。このように，フィンランド，デンマー

クでの取り組みと比較すると，わが国では，親

子の関係性構築や相互作用を促進させるような

効果的な介入が十分に普及しているとは言い難

い状況にあるのではないだろうか。

　低出生体重児／早産児は，児の未熟性や母親

の心理的負担により母子相互作用による愛着形

成と発達学習が困難であり，親子の関係性発達

に問題が生じやすいため，虐待に至るケースが

多く報告されている22・　43）。そのため，低出生体

重児／早産児に対しては，早期からの親子相互

作用促進と親子の関係性構築に焦点をあてた育

児支援が特に重要である。親子を取り巻くさま

ざまな問題を予防するために，わが国において

も，親子の身近な場所で育児支援を行っている

看護職が乳幼児精神保健に関する知識と技術を

身につけ，タンペレ市，コペンハーゲン市で実

践されているような乳幼児精神保健活動を普及

させていく必要性が示唆された。

V．研究の限界と今後の課題

　本研究では，低出生体重児／早産児の虐待予

防のための看護支援に焦点をあて，フィンラン
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ド，デンマークにおける育児支援について調査

を行った。これらの国では，クリニックや保健

センターのレベルであまりOutcome評価は行

われておらず，Outcome評価に関する比較検

討までには至らなかった。北欧諸国では，子ど

もとその家族のための手厚いサービスが制度の

中で保障されており，Outcome評価の結果か

らその有効性が検証され，サービスが取捨選択

されていくということがあまりないためであろ

う44＞。看護職による育児支援活動の効果を客観

的に評価し，活動の重要性を示していくことは，

看護職の重要な役割でもある。今後は，看護職

による育児支援活動の評価のあり方についても

検討を行っていく必要がある。

VI．結 ム
月

一
冒
口

1　わが国では，公的機関，民間機関からさま

ざまな母子保健サービスが提供されている一

方で，サービスの継続性，地域間・施設問格

差が問題となっており，支援を必要とする家

族がより早い段階から適切な支援が受けられ

るよう，育児支援体制を確立させることが今

後の課題であると考えられた。

2　フィンランド，デンマークでは，親子の関

係性構築に焦点をあてた育児支援が行われて

おり，わが国においてもこのような乳幼児精

神保健活動を普及させていく必要性が示唆さ

れた。被虐待のハイリスクである低出生体重

児／早産児に対しては，特にこのような視点

からの育児支援が重要である。
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（Summary）

　　The　aim　of　the　study　was　to　investigate　the　m’an－

ner　in　which　nurses　support　parenting　low　birth

weight／preterm，　inliants　arid6their　farnilies　in　Finland

and　Denmark，　and　to　discuss　the　parenting　system

in　early　infancy　following　discharge　from　the　neona－

tal　j血tensive　care　u［nit　in　Japan．　Results　of　the　study

showed　that　not　only　did　the　low　birth　weight／pre－

term　infants　but　also　a11　infants　and　their　families

in　Finland　and　Denmark　receive　parenimg　support

services　that　are　consistently　provided　by　govern－

mental　legisla／tions．　ln　addition，　both　countries

have　provided　parenting　services　to　these　individu一

’als　based　on　the　infant　mental　health　framework．

These　results　suggest　the　requirement　to　adopt　and

spread　the　parenting　support　systems　in　Japan　．

CKey　words）

low　bmb　weight　infants，　parenting　support，　infant
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